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保険料の納め方は？ ３

「高額介護サービス費」制度をご存じですか？ ４

「運営協議会委員の公募」「広報誌の名前募集」５

第15回広域連合議会定例会 ６

介護予防講座「転ばない体をつくろう」 ７

丸岡町の長寿園でボール送りのレクリエーショ

ンが行われました。紅白に分かれ、「がんばれ」

「がんばれ」の声援で楽しいひとときを過ごしまし

た。

♪
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生活保護受給者及び

老齢福祉年金受給者

で世帯全員が市・町

民税非課税の方

21,600

本人・世帯とも市・

町民税非課税の方

32,400

世帯の誰かに市・町

民税が課税されてい

るが、本人は市・町

民税非課税の方

43,200

本人が市・町民税課

税で昨年の合計所得

が200万円未満の方

54,000

本人が市・町民税課

税で昨年の合計所得

が200万円以上の方

64,800

同じ世帯に市・町民税を

納めている人がいますか。

あなたは、生活保護を

受けていますか。

市・町民税を

納めていますか

昨年の合計所得金額が

200万円以上でしたか。

老齢福祉年金を

受給していますか。

○上記の「基準額」をもとに所得額に応じた負担になるよう に分かれます。

○保険料は３年ごとに見直され、これは平成15～17年度の保険料額です。

平成16年度の保険料は平成15年１月から12

月までの本人の所得状況、世帯員の住民税の課

税状況が確定する６月以降にお知らせすること

になっています。普通徴収の方は７月12日、

特別徴収の方は８月３日に発送させていただき

ました。

65歳以上の保険料は構成市町（あわら市及

び坂井郡４町）で介護

サービスにかかる費用

をまかなえるように算

出された「基準額」を

もとに決められました。

43,200



平成16年度の介護保険料の特別徴収は、前年度の２月の保険料を当年度前半（４、６、８月分）

の仮徴収額とするしくみから、保険料額に変わりはありませんが後半（10、12、２月分）の本徴

収とでは格差が生じます。

そのため、この格差を是正し、次年度の徴収額が全期を通じてバランスがとれるように変更可

能な８月の徴収額を減額して、調整（平準化） を行いました。

※平成15年度と平成16年度の介護保険料年額（所得段階）が変更になった方は調整されない場合があります。
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（月額15,000円以上の方）

平成16年度　（43,200円） 平成17年度（43,200円）

仮　徴　収 本　徴　収 仮徴収 本徴収

期　別 ４月 ６月 ８月 10月 12月 ２月 4･6･8月 10･12･2月

平準化した場合 8,000 8,000 5,600 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200

平準化しない場合 8,000 8,000 8,000 6,400 6,400 6,400 6,400 8,000

保険料は、65歳の誕生日の前日の属する月の分から納めます。

例　８月１日が65歳の誕生日の方　⇒　７月分から納めます。

８月２日が65歳の誕生日の方　⇒　８月分から納めます。

社会保険庁への「現況届」を出し忘れると、年金が一時差し止めになり、介護保険料の差し引

きができなくなるケースがあります。（この場合、納付書で納める普通徴収になります。）

65歳以上の介護保険料は地域の介護サービスをまかなう大切な財源（約18％）になっています。

ですから、医療保険と同様に保険料をお返しすることはありません。介護保険は助け合いの精神

にもとづく社会のしくみです。どうぞご理解ください。

年金からあらかじめ

差し引かれます。

（月額15,000円未満の方）

各市町からの納付書によって

納付します。

※納め忘れのない、口座振替が便利で確実です。

※老齢（退職）年金には、老齢福祉年金、遺族年金、障害年金、恩給などは、含みません。



「申請書」に必要事項を

記入して、領収書の原

本を添えて、提出して

ください。
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所　得　段　階 利用者負担の上限額（月額）

生活保護･老齢福祉年金の受給者で住民税世帯非課税 １５,０００円

世帯全員が住民税非課税 ２４,６００円

一般世帯（上記以外の場合） ３７,２００円

（月額・同一月）

※一部負担金が利用者負担金・施設サービス費等と記載されている場合もあります。
※この一部負担金が「給付のお知らせ」の自己負担金額と一致しますので、領収書の確認をお願します。
※自己負担分をサービス事業者等に支払った日から２年を経過しますと、支給できませんのでご注意ください。

申請書

振込先の分かるもの

印鑑（シャチハタは不可）

領収書
（対象となる月のものすべて
で、領収印の押してある原本）
領収書の原本はお返しします。

利　用　領　収　書
平成○○年○月分

介護　太郎　様　 発行日　平成○○年○月○日

介護老人保健施設　△△△　印

領収金額　　６９,９００円

一部負担金 ４０,０００円

標準負担額 ２３,４００円

日常生活費 ４,５００円

洗濯代 ２,０００円

これらは高額
介護サービス
費対象外です。

申請してから約３ヵ月
後に「高額サービス費
支給決定通知書」を郵
送し指定の口座に高額
介護サービス費を振り
込みます。

いったん、１割の自己

負担額を介護サービス

事業者に支払います。

広域連合から「高額介

護サービス費のお知ら

せ」と「申請書」を郵

送します。

高額介護サービ
ス費の対象とな
ります。
ここから上限額
を引いた残りが
支給されます。

介護保険では、介護サービスを利用したときの自己負担額が、高額とならないように一

定の上限が決められています。この自己負担額の上限額を超えたときには、申請により超

えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。

・同じ月に利用した介護サービス費の自己負担額が上限額を超えた場合に支給対象となります。

・同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯の合算額になります。

・上限額の３段階の区分は、月の初日における世帯の住民税課税状況により判断されます。

高額介護サービス費制度高額介護サービス費制度
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広域連合では、介護保険制度の適正で円滑な運営を図るために広域連合長の諮問機関とし

て、介護保険運営協議会を設置しています。

協議会は、サービスの実施状況など保険給付の内容をはじめ、これらに関する苦情・相談

及び保険料や利用料に関することなどについて、審議を行うことを目的としています。

委員は、関係機関団体、学識経験者のほか、皆さんの意見を幅広く

お聞きするため、一般公募による住民代表などで構成されています。

介護保険や福祉行政に関心のある方のご応募をお待ちしています。

5人

平成16年12月14日から2年

あわら市、坂井郡に居住されている方で、年3回程度の協議会に参加できる方。

性別、年齢は問いません。ただし、現在、各種委員などに委嘱されている方

はご遠慮ください。

「高齢者福祉及び介護保険制度に関する意見、考え方について」の小論文

（原稿用紙400字詰2枚）を同封のうえ、広域連合総務課まで郵送してください。

平成16年8月16日（月）～平成16年11月1日（月）

〒919-0522 坂井郡坂井町上新庄28-5-3

坂井郡介護保険広域連合総務課（TEL 67-3366）

広域連合広報誌は今回で第14号になり、年3回発行しています。高齢社会を迎えた現在、

自立した生活を支援し、安心して介護が受けられるように介護保険や介護予防の情報をお届

けしたいと思っています。そこで、皆さんにより親しんでもらえるようにこの広報誌の名称

を公募することになりました。

募集要項は次のとおりです。どしどしご応募ください。

①広報誌の名称 ②名称の由来 ③住所 ④氏名 ⑤年齢 ⑥職業（学校

名）をご記入の上、はがき、ＦＡＸまたはＥメールでご応募くださ

い。おひとり何点でも応募できます。

坂井郡介護保険広域連合　総務課

<はがき> 〒919-0522 坂井町上新庄28-5-3

<ＦＡＸ> （0776）67-3766

<Ｅメール> info@kouiki.sakai.fukui.jp

平成16年9月30日（木）当日消印有効

全応募作品の中から当広域連合で最優秀賞（1点）

を選定し、記念品を贈呈します。

なまえ広報誌のなまえ募集
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サービス利用料が一定の限度額

を超えると、その超えた分は本人

に返されますが、この手続きは、

毎回、利用料の領収書を添付し申

請書を担当課まで提出しなければ

なりません。これでは限度額を超

えたすべての方が高額介護サービ

ス費の支給を受けられなくなりま

す。つまり、この制度が利用者に

還元されていない実態がありま

す。

昨年度１年間の通知件数の

うち、申請件数、申請されなか

った件数と金額はどれだけか。

林田連合長
介護保険法第51条で「著しく高

額であるときは、当該要介護被保

険者に対し、高額介護サービス費

を支給する。」と定められており

ます。

従いまして、要介護被保険者が

介護保険サービスを利用し、世帯

全体の１ヶ月の１割利用負担額が

一定の額を超える場合、その超え

た額を所得区分に応じて、申請に

基づき、高額介護サービス費とし

て支給する制度です。

利用者負担の上限額は、住民税

課税世帯に属する方は37,200円、

住民税非課税世帯に属する方は

24,600円、生活保護受給者・住民

税非課税世帯で老齢福祉年金受給

者の方は15,000円と定められてお

ります。

なお、同じ世帯に複数のサービ

ス利用者がいる場合も、上限額は

同じです。

高額介護サービス費該当者に

は、「高額介護サービス費として

いくらお支払いできます。」とい

う、いわゆる勧奨通知を、坂井郡

介護保険広域連合介護保険条例施

行規則第22条に基づく、介護保険

高額介護（居宅支援）サービス費

支給申請書を同封して、領収書を

添えて申請していただくようお知

らせをいたしております。

平成15年度の申請件数は3,671

件で、申請されなかった件数は

1,094件で4,380,853円でございま

す。ただし、申請の期間は２年で

すので、請求権の時効が２年経過

した時点で最終的にどれだけ申請

されなかったという額が確定する

ことになります。

老人医療高額医療費支給の

手続きのように簡素化し、事

務経費節減と高額介護サービ

ス対象者の利便と申請漏れを

なくすことに対しての改善策

を問う。

林田連合長
高額介護サービス費の支給につ

きましては、法施行規則第83条の

４第２項で、給付実績を基に領収

内容において介護保険高額介護サ

ービス費該当と非該当の確認を

個々に行いその都度精査が必要で

あり、同一世帯に複数の要介護者

がいる場合、世帯全体の１ヶ月の

利用者負担額が上限を超えたとき

支給されることになっているた

め、現時点での確認方法として領

収書の添付については省略できな

いものとなっております。

このことは、利用者によっては

ケアマネジャーが本人の身体の状

態をみながら月々のケアプランを

作成しており、サービス利用が

月々異なっていることから、精

査・確認が必要になっております。

また、申請漏れについては、そ

ういうことがないよう市・町の窓

口業務はもちろん、介護保険事業

者ネットワークさかい、坂井郡ケ

アマネジャー連絡会等の会議で、

サービス利用者に対しなおいっそ

うの指導をしていただくようお願

いしてまいりたいと思います。

このように介護保険は世帯単位

になっており、老人医療のように

個人個人でないために簡素化がむ

ずかしいわけです。機会があるご

とに国や県に対して改善策を申し

入れていきたいと思っておりま

す。

高額介護サービス費
支給の改善を

藤岡　繁樹 議員

第15回広域連合議会定例会が７月21日、丸岡町議場で行われ、監査委員の選任及び平成16年度一

般会計補正予算など計４議案が原案どおり可決されました。

副議長には谷口　昌博氏（春江町）が選出され、識見の監査委員には吉田　眞己氏（あわら市）が

選任されました。

また、あわら市及び春江町の議会の改選に伴い、新しい議員が選出されました。

あわら市　　橋本　達也　　山下　忠孝　　東川　継央

田中　洋行　　牧田　孝男　　丸谷　浩二

春江町　　　後藤詩律子　　谷口　昌博　　西畑知佐代

議員運営委員会に選出された議員は次の皆さんです。（◎委員長　○副委員長）

◎山下　忠孝（あわら市） ○釣部　勝義（丸岡町） 橋本　達也（あわら市）

千利浜幸男（三国町） 谷口　昌博（春江町） 盛政　隆治（坂井町）
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介護予防講座
シリーズ⑤

ちょっとした段差につまずいたり、階段や廊下ですべるなど、

年齢が高まるにつれこのような転倒事故が増えてきます。高齢

者の転倒は骨折を招きやすく、長期の入院を経て、寝たきりや

痴呆につながる恐れがあります。

「あっ、危ない」と思ったとき、がんばってふんばりきれる

足腰の筋力や、とっさに対応できる柔軟な身のこなしがあれば、

転倒事故の多くは防ぐ事ができます。

加齢による身体機能の衰えにストップをかけ、能力アップを

はかるためにも、毎日の生活の中に体操を組み入れて、転ばな

いための体力づくりを心がけましょう。

疲れをためず、快適な毎日を送るための「体の手入れ」です。

万一転んでもケガを最小限に抑えられるように

①椅子に腰掛けします。

②ひじを押して肩を後ろに。

③息をとめず、筋肉がのびて気持ちいい

範囲で20秒程度。

④無理をしない、痛みをこらえない。

①椅子を支えにして片足を少し後ろに。

②ゆっくりとかかとを床につける。

③息をとめず、筋肉がのびて気持ち

いい範囲で20秒程度。

④無理をしない、痛みをこらえな

い。

⑤片足ずつ同じ運動をする。

※すわったまま指先の屈伸、
肩回しなどもできる。

ふだんの生活だけではおとろえがちな脚の筋肉を強化して、

ヒザ関節の障害や痛みを予防します。

①椅子に腰掛け、上体をまっすぐに保つ。

②片足を床と並行になるまで

持ち上げて、つま先をかえす。

③約５秒停止したあと、ゆっくり

おろす。

④片足ずつ５～10回くりかえす。

①足を30度くらいもちあげる。

②両ヒザはつけたまま。

③片足を伸ばしてとめ、つま先をかえす。

④片足ずつ５～10回くりかえす。
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要介護認定には、有効期間

があります。介護保険証を確

認の上、忘れずに更新の手続

きを行いましょう。（各市町

介護保険担当課で切れる60

日前より受付します。）

有効期間が切れてしまうと

介護サービスが受けられなく

なる恐れがあります。

『更新認定』の申請をお忘れなく！

第 １ 期 ７月２６日（月）
第 ２ 期 ８月２５日（水）
第 ３ 期 ９月２７日（月）
第 ４ 期 １０月２５日（月）
第 ５ 期 １１月２５日（木）
第 ６ 期 １２月２７日（月）
第 ７ 期 平成17年　１月２６日（水）
第 ８ 期 平成17年　２月２５日（金）

口座振替依頼書（各市町介護保険担

当課に用紙があります。）に必要事項

を記入し、依頼する口座のある金融機

関または各市町介護保険担当課に提出

してください。

編集後記

残暑の候、皆さまにはご

健勝でお過ごしでしょうか。

健康管理に留意され、猛暑

の季節を乗り切って夏を満

喫したいものです。

広報担当になって早１年

が過ぎ、気持ちを新たにし

て充実した紙面づくりに取

り組んでいこうと思います。

介護保険モニターの皆さ
んは次の方々です。お気
軽にご相談ください。
（敬称略）

要介護等認定者数の状況（平成16年6月末日現在）
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要介護5
■広域（1市4町）計（人）

要支援 388
要介護１ 1,168
要介護２ 581
要介護３ 495
要介護４ 539
要介護５ 502
　合　計 3,673

このほど、福井県国民健康

保険団体連合会から講師を招

いて介護保険苦情相談研修会

を行いました。

介護保険モニターの方々

は、介護保険の現状そしてこ

れからの展望及び苦情の実態

にふれ、今後の活動に生かし

ていきたいと意欲的でした。
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